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「自主規制規則のあり方に関する検討懇談会 中間論点整理」を受けた本協会の行動計画のポイント 

 

平成 23 年１月 18 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

※［●：対応済み、○：今後対応予定］ 

 

１．ルール・メイキング 

（１）ＡＴＣ（問題の早期発見・早期対応）の活用  

● ＡＴＣワーキング・グループの委員構成の見直しにより、情報収集手段の拡充等を図る。 

● ＦＩＮＭＡＣ及び国民生活センター等の情報を活用し、取り組むべき課題の早期発見・早期対応を

図る。 

○ 必要に応じて、法令による規制の導入に先立ち、機動的に自主規制規則の制定等を行うこととし、

その旨を「自主規制規則の制定等に関する基本的考え方」(以下「基本的な考え方」という)として
決議する。 

 

（２）自主規制規則とプリンシプル・ベース 

○ 新たな規則の制定・改正の際には、①必要に応じていわゆるプリンシプル条項の導入を検討すること及

び②ルール・ベースの規制にプリンシプル・ベースの規制を組み合わせることにより、協会員の自主

的な取組みを助長するような規則等の整備を図ることとし、その旨を基本的な考え方として決議する。 

 

（３）協会員はじめ各方面とのコミュニケーションの充実 

● 各ワーキング・グループ等の一覧表（設置の趣旨・目的、検討内容及び議事概要並びに成果物を含

む。）を本協会ＨＰに掲載する。 

● 新たに組成するワーキング・グループ等には、案件に応じ適宜、利用者、行政当局及び市場関係者

等の参画を求める。 

 

（４）コスト・ベネフィット分析（規制コストにも配意したルール・メイキング） 

○ 各ワーキング・グループ等における議論の中で、規制コストを含めた議論を充実していくこととし、

その旨を基本的な考え方として決議する。 

● 本協会が事業主体となるシステム開発・更改等の意思決定について、客観性、中立性及びプロセス

の可視化をより一層高める観点から、「システム検討部会」を設置する。 

 

（５）自主規制規則の定期的な見直しシステム 

○ 本協会は、法令諸規則の改正並びに協会員等からの意見・要望を受け、随時、規則の必要な見直し

を行うものとする。これに加え、定期的（年１回程度）に意見・要望の募集を実施し、必要に応じて、

見直しを行うものとし、その旨を基本的な考え方として決議する。 
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（６）法令・自主規制規則に関するガイドライン、Ｑ＆Ａ等のタイムリーな発信 

● 法令・規則の制定時には、趣旨や実務対応について解説したＱ＆Ａ等を作成し、協会員及び利用者

へ発信する。 

○ 「自主規制ウェブハンドブック」を作成する。 

 

 

２．エンフォースメント 

（１）監査（当局との連携強化） 

● 証券取引等監視委員会と日証協との定期的及び随時の情報交換会を開催する。 

● 証券取引等監視委員会開催の研修への日証協職員の参加及び日証協（監査１部）開催の研修に証券

取引等監視委員会からの講師派遣を要請する。 

 

（２）協会員等の処分に関する考え方 

● これまでも「取引の信義則に反する行為」を理由として処分を行っているところであり、今後とも、

個々の事案につき、引き続きその該当性について検討を行う。 

● 「協会員の役職員に対する処分の考え方」を取りまとめ公表する。 

● 「不服審査会」を設置する。 

 

 

３．ディスクロージャー・情報発信等 

（１）自主規制の存在意義・業務に関する能動的・効果的な情報発信 

● 透明性を確保するための開示や利用者等への分かりやすい情報発信を積極的に行う。 

○ 協会ＨＰ全体の構成の見直し。 

 

（２）投資者・消費者からの信頼性向上のための施策の推進 

● インベスター・アラート（投資者への注意喚起）を協会ＨＰに掲載する。さらに、注意喚起の内容

の拡充を図る。 

○ 協会員の役職員に対し、投資勧誘の基本原則や実務対応を記した「営業員向けウェブガイドブック」

を作成し、協会ＨＰに掲載する。また、複雑な金融商品の販売者として理解しておくべき事項などは、

「営業員向けの注意文書（ノーティス）」として、協会ＨＰに掲載する。 

● 証券教育広報センターと連携し、投資者保護の観点から、投資未経験者に重点を置いた普及・啓発活

動及び情報発信の一層の充実を図る。 

 

 

４．他の自主規制機関等との連携 

（１）他の金融商品取引業協会及び金融商品取引所との連携 

● 今後も、「金融商品取引業協会連絡協議会」及び「ＣＲＯ連絡協議会」を開催し、自主規制業務に関

する情報・意見交換会を開催する。 

○ 第二種金融商品取引業協会に対して、金融商品取引業協会連絡協議会に参画を要請し、自主規制業

務に関する情報・意見交換会を開催する。 
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（２）ＦＩＮＭＡＣとの連携 

● ＦＩＮＭＡＣとの定期的な情報交換会を開催する。 

 

（３）「広義」の自主規制機関との連携 

○ 日本弁護士連合会及び日本公認会計士協会との連携を図る。 

○ 消費者団体との連携を図る。 

 

 

５．自主規制機関（金融商品取引業協会）への加入義務付け 

６．自主規制規則と独占禁止法との関係 
○ 「自主規制研究会（仮称）」を設置し、諸外国の制度などを含め、自主規制のあり方全般について、

調査・研究を行う。 

 

 

以 上 
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「自主規制規則のあり方に関する検討懇談会 中間論点整理」（平２２．６．２９） 

を受けた本協会の行動計画について 

 

平成23年１月18日 

日本証券業協会 

 中間論点整理の内容（要旨） 行動計画 

（●：対応済、○：対応予定など） 

対応時期 

（目途） 

１．ルール・メイキング 

(1)ＡＴＣの活

用 

◆日証協が機動的に自主規制規則等を

策定するに当たっては、取り組むべき課

題の早期発見・早期対応が肝要である。

この観点から、「ＡＴＣワーキング」等の日

証協におけるＡＴＣ（Ahead of the Curve）

に関する活動は重要である。 

 

●ＡＴＣワーキング・グループの委員に、

市民グループや大学教授等の参画を求

め、情報収集手段の拡充等を図る（別紙

１参照）。 

●FINMAC から、苦情・あっせん事例等

の情報提供を受け、これらの情報を抽

出・分析し、取り組むべき課題の早期発

見・早期対応を図る。 

●国民生活センター等の公開情報を活

用し、取り組むべき課題の早期発見・早

期対応を図る。 

○上記の対応をフォワード・ルッキング・

アプローチと位置付け、法令による規制

の導入に先立ち、機動的に自主規制規

則の制定等を行う旨などを盛り込んだ

「自主規制規則の制定等に関する基本

的考え方（仮称）」を、自主規制会議で決

議する。 

 

対応済 

（9月） 

 

 

対応開始済 

 

 

 

対応開始済 

 

 

対応予定 

（１月） 

(2)自主規制

規則とプリン

シプル・ベー

ス 

 

◆規則の個別具体的な規定が潜脱される

ような事案の発生に備え、自主規制規則

にプリンシプル条項を導入することが適

当である。 

 

 

 

 

 

◆協会員に対して、誠実公正義務や高度

な倫理基準の遵守やその態勢整備を求

めるものなど、協会員の自主的な取組み

を助長するような規則のあり方について

も、引き続き、検討する必要がある。 

 

○新たな規則の制定・改正の際には、必

要に応じて、いわゆるプリンシプル条項

の導入を検討する（第三者割当増資の取

扱い規則第 18 条（みなし MSCB 等への

適用）を参考とする。）旨などを盛り込ん

だ「自主規制規則の制定等に関する基本

的考え方（仮称）」を、自主規制会議で決

議する。 

 

○ルール・ベースの規制にプリンシプ

ル・ベースの規制を組み合わせることに

より、協会員の自主的な取組みを助長す

るような規則等の整備を図る旨などを盛

り込んだ「自主規制規則の制定等に関す

る基本的考え方（仮称）」を、自主規制会

議で決議する。 

対応予定 

（１月） 

 

 

 

 

 

 

 

対応予定 

（１月） 
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 中間論点整理の内容（要旨） 行動計画 

（●：対応済、○：対応予定など） 

対応時期 

（目途） 

(3)協会員は

じめ各方面

とのコミュニ

ケーション

の充実 

◆現行の協会員参加型のワーキング・グ

ループ等による検討を基本としつつ、より

検討の早い段階から情報を適時発信しな

がら、各方面とのコミュニケーションの充

実を十分に図っていくという意識を持って

進めていく必要がある。 

 

◆当該ワーキング・グループ等には、案

件に応じ適宜、利用者、行政当局及び市

場関係者等の参画を求め、客観的かつ中

立な立場の意見を聞きながら検討を行う

ことが適当である。 

 

●各ワーキング・グループ等の一覧表

（設置の趣旨・目的、検討内容及び議事

概要（※）並びに成果物を含む。）を本協

会HPに掲載する（別紙２参照）。 

※非公開とされたものを除く。 

 

 

●新たに組成するワーキング・グループ

等には、案件に応じ適宜、利用者、行政

当局及び市場関係者等の参画を求める

（別紙３参照）。 

 

対応開始済 

（議事概要の

開示は、 12

月開催会議

より） 

 

 

対応開始済 

 

 

 

 

 

(4)コスト・ベ

ネフィット分

析（規制コス

トにも配意し

たルール・メ

イキング） 

◆英国等におけるコスト・ベネフィット分析

の手法やその効果については、今後も注

視し、研究していく必要があるが、現時点

においては、その効果に議論があるとこ

ろであり、日証協におけるルール・メイキ

ングに当たっては、関係者とのコミュニケ

ーションの中で、規制コストも含めた議論

を充実していくという手法が適当である。 

 

○各ワーキング・グループ等における議

論において、協会員の事務コストに大き

く影響する施策や協会員あるいは協会

自身がインフラ等の整備を行う必要があ

る施策についての提言等を行う際には、

その議論の中で、規制コストを含めた議

論を充実していく（例えば、費用対効果な

どの検証など）旨などを盛り込んだ「自主

規制規則の制定等に関する基本的考え

方（仮称）」を、自主規制会議で決議す

る。 

 

●本協会が事業主体となるシステム開

発・更改等の意思決定について、客観

性、中立性及びプロセスの可視化をより

一層高める観点から、財務分科会の下

部機関として、システムに係る事案ごと

に「システム検討部会」を設置する。 

 

対応予定 

（１月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応済 

（11月） 

(5)自主規制

規則の定期

的な見直し

システム 

 

◆自主規制規則が一旦制定されると、見

直し等の検討が行われにくいという指摘

があるが、規則はその時々の環境や状況

等に応じて、絶えず見直しが行われる必

要がある。例えば、規則によっては、新設

の際に「原則として○年後に検証を行う」

という付則を設けることや、自主規制規則

を所管するすべての委員会において、そ

れぞれ定期的に検証が行われるシステ

ムを導入すること等が考えられる。 

○本協会は、法令諸規則の改正等並び

に協会員等からの意見・要望を受け、規

則の中で市場環境等の変化により現状

に則していないもの又は新たに自主規

制での対応が必要なものなどについて、

規則を所管する委員会及びワーキング・

グループ等（以下「規則所管委員会等」と

いう。）において審議を行い、随時、必要

な見直しを行っており、これに加え、定期

的（年１回程度）に、規則の見直し等に関

対応予定 

（１月） 
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 中間論点整理の内容（要旨） 行動計画 

（●：対応済、○：対応予定など） 

対応時期 

（目途） 

 する意見・要望の募集を実施し、協会員

等から寄せられた意見・要望の内容を整

理・検討のうえ、必要に応じて、規則所管

委員会等において審議を行い、見直しを

行うものとする旨などを盛り込んだ「自主

規制規則の制定等に関する基本的考え

方（仮称）」を、自主規制会議で決議す

る。 

 

(6)法令・自

主規制規則

に関するガ

イドライン、

Ｑ＆Ａ等のタ

イムリーな

発信 

 

◆日証協の協会員の業容・業務内容は多

種多様であるが、すべての協会員におい

て、法令及び自主規制規則の遵守の徹底

が図られる必要がある。そのため、法令・

自主規制規則の趣旨や実務対応につい

て解説したガイドラインやＱ＆Ａ等を、引

き続き、タイムリーに発信していくことが重

要である。また、各種ガイドライン等の位

置付けを明確化するとともに、自主規制

規則や関連するガイドライン等が一覧で

きるような「自主規制ハンドブック」の作成

についても検討することが適当である。 

 

●法令・規則の制定時には、趣旨や実務

対応について解説したＱ＆Ａ等を作成

し、協会員及び利用者へ発信する。 

○自主規制規則や関連するガイドライン

等が一覧できるような「自主規制ウェブ

ハンドブック」を作成する（別紙４参照）。 

 

 

対応開始済 

 

 

対応予定 

（１月） 

２．エンフォースメント 

(1)監査 

 

◆日証協の協会員に対する当局の検査と

日証協の監査については、現在、当局検

査が主体的な役割を果たしているところ

であるが、日証協の協会員に対する信頼

を確保する観点からも、リスクベースの観

点に基づき専ら当局が主体となる場合は

別として、日証協監査がより積極的な役

割を果たしていく姿勢を示していく方向で

今後検討していくことが適当である。 

このため、当局検査と日証協監査との

間の情報の共有及び検査・監査手法等ノ

ウハウの共有等を図ることにより、当局と

日証協の連携を更に強化し、トータルで協

会員に対する監査の実効性が向上するよ

う取組みを行っていくことが重要である。 

 

●証券取引等監視委員会と日証協との

定期的及び随時の情報交換会を開催す

る。 

●証券取引等監視委員会開催の研修へ

の日証協職員の参加及び日証協（監査１

部）開催の研修に証券取引等監視委員

会からの講師派遣を要請する。 

 

対応済 

 

 

対応済 

 

 

(2)処分に関

する考え方 

 

◆日証協が行う協会員に対する処分は、

金融商品取引業の信用を著しく失墜させ

ると認められる事案については、「取引の

●これまでも「取引の信義則に反する行

為」を理由として処分を行っているところ

であり、今後とも、個々の事案につき、引

対応済 
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 中間論点整理の内容（要旨） 行動計画 

（●：対応済、○：対応予定など） 

対応時期 

（目途） 

信義則に反する行為」への該当性につい

て検討を行う必要がある。 

 

◆処分を科すに当たっては、より透明性

の高い手続によることが適当であり、日証

協では、本年７月より、弁明制度を整備す

るとともに、不服申立て制度を設け、中立

的な位置付けの不服審査会で不服申立

ての内容につき審査を行うこととしてお

り、その適切な運営が期待される。 

 

き続きその該当性について検討を行う。 

 

 

●「協会員の役職員に対する処分の考

え方」を取りまとめ公表する（別紙５参

照）。 

●「不服審査会」を設置する。 

 

 

 

対応済 

（9月） 

 

対応済 

（7月） 

３．ディスクロージャー・情報発信等 

(1)自主規制

の 存 在 意

義・業務に

関する能動

的・効果的

な情報発信 

◆日証協の自主規制業務に対する利用

者からの安心感・信頼の確保・向上を図る

観点から、自主規制業務に関し、透明性

を確保するための開示や利用者等への

分かりやすい情報発信を積極的に行って

いくことが必要不可欠である。例えば、ル

ール・メイキングのプロセスの早い段階か

ら情報発信の充実を図る等、より一層の

木目細かい開示を行っていくべきであると

考える。 

 

◆日証協の HP では、自主規制業務に関

する情報の中には、HP の深い階層に存

在し、常時閲覧していないと見過ごす情報

等もある。また、自主規制に関する活動状

況についての情報量が少ないのではない

かという指摘もある。今後、HP の掲載内

容の充実を図ること等により、日証協とし

て、有益な情報をタイムリーかつ分かりや

すく対外的に発信していくことが重要であ

る。 

 

●自主規制業務に関し、透明性を確保す

るための開示や利用者等への分かりや

すい情報発信を積極的に行う（まずは、

協会ＨＰにおける自主規制に関する情報

の拡充を図る。）（別紙３参照）。 

 

 

 

 

 

 

○協会HPの構成の見直し（検討中） 

 

対応開始済 

(12月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（検討中） 

 

 

 

(2)投資者・

消費者から

の信頼性向

上のための

施策の推進 

 

◆投資者保護の観点から、米国のＦＩＮＲ

Ａが行っているインベスター・アラート（投

資者に対する注意喚起）等も参考に、例え

ば、複雑な商品性の新たな商品や取引が

開発され、広く勧誘等が行われるような場

合には、その商品のリスク等を分かりや

すく解説した書面を作成・周知するといっ

た対応を行うことも効果的である。ＦＩＮＭ

●インベスター・アラート（投資者への注

意喚起）を協会HPに掲載する（別紙６参

照）。さらに、ＦＩＮＭＡＣ等からの情報を活

用し、苦情、あっせんに多く見られる事例

とその対応策などに関して投資者・消費

者にとって分かりやすい形でタイムリー

に公表するなど注意喚起の内容の拡充

を図る。 

対応開始済 

（12月） 
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 中間論点整理の内容（要旨） 行動計画 

（●：対応済、○：対応予定など） 

対応時期 

（目途） 

ＡＣ等からの情報を活用し、協会員と顧客

との間でトラブルが散見される事案（悪質

な商品や手口）に関しては、投資者・消費

者にとって分かりやすい形でタイムリーに

公表すること等により、トラブルの再発防

止を図っていくことも必要である。 

 

 

 

 

 

◆海外の事例も参考としつつ、日証協の

自主規制部門においても、「消費者」が名

実ともに自立した「投資者」として金融取

引や契約に関する合理的な判断ができる

ようになるための支援を行うための施策

を推進していくことが必要であるとの指摘

があった。 

 

 

◆日証協の協会員に対する信頼性の向

上を図る観点からも、協会員各社の業務

内容及び財産の状況について、例えば、

日証協において取りまとめて、投資者・消

費者に分かりやすく利用しやすい形で公

表する等の取組みも必要ではないかとの

意見があった。 

 

○協会員の役職員に対し、営業員の心

構えなど投資勧誘の基本原則や実務対

応を記した「営業員向けウェブガイドブッ

ク」を作成し、協会ＨＰに掲載する。また、

当局検査及び協会監査等で指摘された

事例、ＦＩＮＭＡＣ等へ寄せられているトラ

ブルが散見される事例など、複雑な金融

商品の販売者として理解しておくべき事

項などは、「営業員向けの注意文書（ノー

ティス）」として、協会ＨＰに掲載する。 

 

●証券教育広報センターと連携し、投資

者保護の観点から、投資未経験者に重

点を置いた普及・啓発活動及び情報発信

（上記のインベスター・アラート（投資者

への注意喚起文書）の拡充を含む。）の

一層の充実を図る。 

○他の金融商品取引業協会とも連携し、

左記の施策を検討する。 

 

（検討中） 

対応予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応開始済 

（12月） 

 

 

 

 

対応予定 

 

 

 

４．他の自主規制機関等との連携 

(1)他の金融

商品取引業

協会及び金

融商品取引

所との連携 

 

◆金融商品取引業協会及び証券取引所

等の自主規制機関は、金商法の下、投資

者保護や市場の公正性・健全性を確保す

ることを目的としており、問題意識を共有

することには意義があり、密接な情報交

換を図る等、連携の強化を図ることが適

当である。 

現在、金融商品取引業協会との間では

「金融商品取引業協会連絡協議会」及び

ワーキング・グループを、また、証券取引

所との間では「最高自主規制責任者（ＣＲ

Ｏ）連絡協議会」を定期的に開催している

ところであり、今後も、引き続き、これらの

●今後も、「金融商品取引業協会連絡協

議会」及び「ＣＲＯ連絡協議会」を開催し、

自主規制業務に関する情報・意見交換会

を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応開始済 
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 中間論点整理の内容（要旨） 行動計画 

（●：対応済、○：対応予定など） 

対応時期 

（目途） 

場を通じて、自主規制業務に関する情報・

意見交換を行っていくことが適当である。 

 

◆現在、第二種金融商品取引業のうち集

団投資スキームや信託受益権販売業に

ついては、金融商品取引業協会が存在せ

ず、いわば自主規制に空白が生じている

が、現在、この業務に関する金融商品取

引業協会設立に向けた準備が行われて

いるところであり、この協会との連携を図

っていく必要がある。 

 

 

 

 

○第二種金融商品取引業協会に対し

て、金融商品取引業協会連絡協議会に

参画を要請し、自主規制業務に関する情

報・意見交換会を開催する。 

 

（本協会の会長が、第二種金融商品取引

業協会の会長に就任。） 

 

 

 

対応予定 

 

 

 

 

(2)ＦＩＮＭＡＣ

との連携 

 

◆日証協としても、ＦＩＮＭＡＣと密接に連

携を図り、ＦＩＮＭＡＣにおける紛争等解決

業務の更なる充実のために、積極的に関

与し協力していく必要がある。 

 

●FINMACとの定期的な情報交換会を開

催する（FINMAC の関係団体連絡会への

参加を含む。)。 

 

対応済 

 

(3)「広義」の

自主規制機

関との連携 

 

◆上記の金商法に基づく自主規制機関以

外の団体であっても、協会員の証券業務

や企業の資金調達等に関与する等、証券

市場や証券業務と密接な関係を有する専

門家の団体（日本弁護士連合会、日本公

認会計士協会 等）との間では、適宜、情

報・意見交換を行い、それらの意見等を日

証協の自主規制機能発揮のために活か

していくことが適当である。 

○日本弁護士連合会及び日本公認会計

士協会との連携を図る。 

○消費者団体との連携を図る。 

 

対応予定 

 

対応予定 

 

５．自主規制機関（金融商品取引業協会）への加入義務付け 

 ◆金融商品取引業協会に対する金商法

による加入義務付けの是非に関しては、

中間論点整理に記載のとおり、不適切な

業者を除名処分とし、市場から退出させる

ことで、業界の信用の維持が図られるな

どの利点も含め、引き続き、本懇談会に

おいて、整理・検討することとする。 

○「自主規制研究会（仮称）」を設置し、

諸外国の制度などを含め、自主規制の

あり方全般について、調査・研究を行う。 

継続検討 

 

６．自主規制規則と独占禁止法との関係 

 ◆日証協が金商法に基づき、能動的に厳

格な自主規制業務を推進した場合におい

て、独禁法との関係により金商法等で認

められた権能を行使できない場合が生じ

るとすれば、自主規制の目的を達成する

ことに制約が生じることになる。したがっ

て、今後、金商法に基づく自主規制と独禁

○「自主規制研究会（仮称）」を設置し、

諸外国の制度などを含め、自主規制の

あり方全般について、調査・研究を行う。 

継続検討 
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 中間論点整理の内容（要旨） 行動計画 

（●：対応済、○：対応予定など） 

対応時期 

（目途） 

法との関係について、行政当局その他適

切な場において、一定の整理が行われる

ことを期待したい。 

 

以 上 



日証協（自）２２第４６号 

平 成 ２ ２ 年 ９ 月 １ ４ 日 

会 員 代 表 者 殿 

特別会員代表者 殿 

 

日 本 証 券 業 協 会 

自 主 規 制 会 議 

 議 長  神 田 秀 樹 
 

 
 

｢ＡＴＣワーキング・グループ」の主査及び委員の選任について 

 

 今般、「ＡＴＣワーキング・グループ」（平成 20年 11月、自主規制会議の下部

機関として設置）1 の主査及び委員を別紙のとおり選任いたしましたので、御通

知申し上げます。 

 

以   上 

 

 

○ 本通知に関するお問合せ先 

    自主規制企画部（TEL 03-3667-8470） 

 

                                                  
1 平成 20年 11月 18日付け通知「「ＡＴＣワーキング」の設置について」（日証協（自）20第 86号）を 
ご参照下さい。 

別紙１

t_morita
長方形



「ＡＴＣワーキング・グループ」名簿 

 

平  成  ２２  年  ９月 

日 本 証 券 業 協 会 

主  査  大 崎 貞 和 （ 
野 村 総 合 研 究 所 

未 来 創 発 セ ン タ ー 
 主 席 研 究 員 ） 

委  員  青 木 優 知 （ 三 井 住 友 銀 行  
投 資 銀 行 統 括 部 

上 席 推 進 役 
） 

〃  宇 藤 康 浩 （ メリルリンチ日本証券  
コ ン プ ラ イ ア ン ス 

シニアヴァイスプレジデント 
） 

〃  大 谷 直 也 （ 
大和証券キャピタル・ 

マ ー ケ ッ ツ 
 経営企画部  担当部長 ） 

〃  小 川 豪 一 （ 東 京 証 券 取 引 所  
考 査 部 
総 務 ･ 企 画 グ ル ー プ 
グ ル ー プ リ ー ダ ー 

） 

〃  川 本 哲 也 （ 大 阪 証 券 取 引 所  
自 主 規 制 本 部 
自主規制総務グループ 
グ ル ー プ リ ー ダ ー 

） 

〃  岸 田 吉 史 （ 野 村 証 券  
経 営 企 画 部 

戦 略 グ ル ー プ 次 長 
） 

〃  雑 賀 基 夫 （ 松 井 証 券  
コ ン プ ラ イ ア ン ス 

グ ル ー プ リ ー ダ ー 
） 

〃  坂 井 竜 裕 （ 

特定非営利活動法人 
証券・金融商品あっせん
相 談 セ ン タ ー 
( Ｆ Ｉ Ｎ Ｍ Ａ Ｃ ) 

 副 セ ン タ ー 長 ） 

〃  武 井 一 浩 （ 西村あさひ法律事務所  
パ ー ト ナ ー 

弁 護 士 
） 

〃  永 沢 裕 美 子 （ 
Foster Forum 良質な 

金融商品を育てる会 
 事 務 局 長 ） 

〃  森 中  寛 （ 光 証 券  代 表 取 締 役 社 長 ） 

〃  山 脇 哲 也 （ 
三菱ＵＦＪモルガン・ 

ス タ ン レ ー 証 券 
 
企 画 部 

副 部 長 
） 

〃  米 澤 康 博 （ 早 稲 田 大 学 大 学 院  ファイナンス研究科教授 ） 

                                  以 上  １４ 名 

  （五十音順・敬称略） 

 



日本証券業協会におけるＡＴＣに係る体制図 

 

         検討結果報告   

          検討指示                                              連携    

                      報告 

                                                                 

         検討結果報告                                                 

                                                               
          検討依頼                           検討結果報告               
                                                              連携 

          

                      報告 

 

 

                                                   連携  

                                                           

                                                               

                                                                

                                                               

                                                               

  【日証協事務局】           情報収集                  情報収集 

 

 

 

 

 

【ＡＴＣ対応ＰＴ】                        

（情報共有、課題の発見・取捨選択）                     

 

 

 

 

 

自主規制企画部 
自主規制１部 
自主規制２部 
自主規制３部 

 

監査１部 

監査２部 

 

自主規制本部長  

規律審査部 

 

 

監査本部長 規律本部長 

主に担当商品・
業務に係る協会
員・他団体等か
らの情報  等 

監査・モニタ
リング等を通
じた情報 
     等 

証券事故等を
通じた情報 
     等 
 

投資家等からの苦
情・相談を通じた情
報 

     等 

専務理事（自主規制部門執行責任者） 

【ＡＴＣワーキング】（自主規制会議の下部機関） 

・協会員の役員及び有識者で構成 

定期的に開催(臨時開催あり) 
・課題の発見・取捨選択、課題への対応 

自主規制会議 

 

 

必要に応じ適宜設置 

分科会 
(事案毎) 

分科会 
(事案毎) 

・ 情報公開 
・ 検討結果の公表 
・ 自主規制規則の制定・改正 

 

市場運営部 

国際部 

取 引 所 外 取
引･PTS 等の事
務執行等を通
じた情報 等 

委員会･ＷＧ 
 

 

 

 
委員会 

ＷＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当 局 

他の  
自主規 
制機関 

取引所 

 
海外の 
自主規 
制機関 

等 

ＦＩＮＭＡＣ 

（特定非営利活動法人 

証券・金融商品あっせ

ん相談センター） 

・ 定期的に開催 

（臨時開催あり） 

連携 



日本証券業協会ホームページにおける「自主規制に関する情報の拡充」について 

 

● 平成22年 12月 14日より、本協会ホームページにおいて、以下の対応（コンテンツ新設、拡充）を図っ

ております。また、今後も、引き続き、積極的な情報の発信を図ってまいります。 

 

 

 

 
 

【新設】 

別紙 2-1 

【新設】 

別紙 2-2 
【新設】 

別紙 2-3 

インベスター・アラート

【新設】 

別紙２ 

インベスター・アラート

【新設】 

【新設】 

別紙 2-4 



ホーム＞自主規制＞自主規制の仕組み・規則制定等のプロセス

自主規制の仕組み・規則制定等のプロセス 

１．自主規制とは

● 「自主規制」とは、金融商品市場への信頼の確保のため、法令によるものでなはく、自治の精神に基づき、
自ら策定した規則によって自らを律することです。

● 日本証券業協会は、金融商品取引法に基づく認可金融商品取引業協会（自主規制機関）として、協会員
（注）がその社会的・公共的使命を適切かつ十全に発揮・遂行するため、投資者保護並びに証券取引及び
市場の公正性・健全性の確保等を図ることを目的として、以下のような自主規制業務を行っています。

 ① 規則の制定、実施

 ② 協会員に対する監査及びモニタリング調査の実施

 ③ 自主制裁の発動（協会員及び協会員の役職員に対する処分）

 ④ 各種資格試験・外務員資格更新研修の実施及び外務員の登録事務

 ⑤ 証券取引等の苦情・相談、あっせん

 ⑥ 認定個人情報保護団体の業務の実施

 ⑦ 公社債市場の整備・拡充

 ⑧ 上場株券等の取引所金融商品市場外取引の制度整備

 ⑨ グリーンシート銘柄等に関する制度整備 等

 (注)
協会員とは、会員（証券会社）、特別会員（都市銀行やゆうちょ銀行等の銀行、信用金庫、信用組合、
保険会社等本協会に加入している登録金融機関）及び店頭デリバティブ取引会員を言います（以下
同じです。）。

別紙２－１

t_morita
長方形



 

２．規則制定等のプロセス

● 日本証券業協会は、金融商品市場の円滑な運営を図るため、協会員に適用される各種規則を制定して、
金融商品取引業の遂行の公正、円滑化に努めています。

● 専門的かつ技術的な金融取引を適切に規制するためには、金融商品市場の現状や実務に精通した協会
員の役職員が専門的知見を活用し、自ら規律を策定することが有効であることから、協会員の役職員に、
規則の制定等のプロセスへの参加を求めています。

● 協会員の役職員は、規則の制定等のプロセスへの参加を通じ、ルールの趣旨・目的について深い理解が
得られ、自治の精神に基づく健全な遵守に繋がるといえます。

● 日本証券業協会の規則については、以下のプロセスで検討・制定・改正を行っています。

 ① 規制の必要性を把握し、自主規制会議又は関係委員会の下部にワーキング・グループ等を設置。

 ② ワーキング・グループ等で規則案を検討。

 ③ 関係委員会で審議のうえパブリック・コメントを募集（２週間～１か月間）。

 ④ パブリック・コメントを踏まえた規則案を関係委員会及び自主規制会議で審議の上、決定。

  
※ワーキング・グループ等のメンバー（協会員及び有識者等１０数名で構成）には、協会員の役職員
に限らず、案件に応じ適宜、利用者、行政当局及び市場関係者等の参画を求め、客観的かつ中立な
立場の意見を聞きながら検討を行っています。

  



/免責事項/個人情報の取扱い/ご意見等/サイトマップ/ 

Copyright(C) 1997 Japan Securities Dealers Association.All Rights Reserved. 



 



ホーム＞自主規制＞自主規制会議、各委員会、ワーキング・グループ等

自主規制会議、各委員会、ワーキング・グループ等 

 以下では、自主規制会議、各委員会、ワーキング・グループ等の各会議体の位置付けやワーキング・グル
ープの議事概要等について、紹介いたします。

 なお、各ワーキング・グループの議事概要等については、ワーキング名の下の【議事概要】をクリックしてい
ただくと、ご覧になれます。

 

１．自主規制会議

● 日本証券業協会の自主規制に係る全般的な事項を決定する権限を持つ会議体が、｢自主規制会議｣で
す。

● 「自主規制会議」のメンバーは、定款の定めにより１３名以内とされています。

● 「自主規制会議」のメンバー構成は、自主規制会議議長（公益理事）１名、公益委員４名、会員委員４名
以内、特別会員委員２名以内、会長１名、執行責任者１名とされています。自主規制の真のあるべき姿
を議論・決定していくため、証券業界以外の業界からも広くメンバー（公益理事・公益委員）を選定し、公
正性・中立性を保っています。

 

２．自主規制会議の諮問機関（各委員会）

 
 規則の制定・改正については、「自主規制会議」の諮問機関として、以下の４つの委員会を設置していま
す。

 （自主規制会議の諮問委員会の組織図）
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委員会名 所管事項 事務局

自主規制企画委
員会

① 投資勧誘、顧客管理等に関する事項 
② 広告等及び景品類の提供に関する事項 
③ 内部管理責任者等に関する事項 
④ 従業員に関する事項 
⑤ 外務員の資格及び登録（外務員の処分を除く。）に関する事項 等

自主規制企
画部

エクイティ委員会 ① エクイティ商品（外国証券を含む。以下同じ。）の発行及び流通に関
する事項 
② 会員の株券貸借取引に関する事項 
③ 有価証券の売買その他の取引に係る監理に関する事項 等 

自主規制１部

公社債委員会 ① 店頭における公社債（外国証券を含む。以下同じ。）の売買その他の
取引に関する事項 
② 公社債の店頭売買の参考値等の発表等に関する事項 
③ 外国投資信託等に関する事項 等 

自主規制２部

金融商品委員会 ① 店頭デリバティブ取引等に関する事項 
② 証券化商品に関する事項 
③ 海外証券先物取引に関する事項 
④ その他金融商品（他の委員会の所管事項に係るものを除く。）に関す
る事項 等 

自主規制３部



３．ワーキング・グループ等

● 規則の制定・改正の検討にあたっては、現在、以下のワーキング・グループ等を設置して、実務的な検
討を行っています。

● 以下では、各ワーキング・グループ等における検討事項や公表資料等を紹介しています。（なお、以下で
は、平成22年以降に公表した資料等を掲載しています。）

 １．「自主規制会議」の下部ワーキング・グループ等 

 （自主規制会議の下部ワーキング・グループ等の組織図）

 

ワーキング名 主な検討事項（公表資料及び規則改正等） 事務局



①自主規制規則のあり方に関する検討懇
談会 
（21年9月設置） 
【議事概要】

○プリンシプル・ベース及びコスト・ベネフィット
等を踏まえた効果的かつ効率的な自主規制の
あり方について検討 
【公表資料】 
・「自主規制規則のあり方に関する検討懇談会 
中間論点整理」（22年6月）

自主規制企画
部

②投資勧誘のあり方に関するワーキン
グ・グループ 
（22年1月設置） 
【議事概要】

○協会員における適正な投資勧誘の徹底を図
るための実効性ある諸施策について検討

自主規制企画
部

③未公開株式の投資勧誘による被害防
止対応連絡協議会 
（21年9月設置） 
【議事概要】

○非登録業者による未公開株式の投資勧誘に
よる被害防止の対応をさらに積極的に図る観
点から、金融庁、証券取引等監視委員会、警察
庁及び自主規制機関相互の緊密な連携の下、
関係者間の情報交換を積極的に行い、具体的
な対応策を検討 
【公表資料】 
・「未公開株式の投資勧誘による被害防止対応
連絡協議会」における報告書（22年1月） 
・未公開株通報専用コールセンターを設置（22
年4月） 
・「未公開株通報専用コールセンター」利用者状
況、最近の手口の公表について 

自主規制１部

④ＡＴＣワーキング・グループ 
（20年11月設置） 
【議事概要】

○証券市場の公正かつ健全な発展の観点か
ら、証券市場規制の趣旨を踏まえ、取り組むべ
き課題を幅広く発見するとともに、発見した課題
への対応等について検討

自主規制企画
部

⑤内部者取引防止に関する内部管理態
勢等検討ワーキング・グループ 
（20年４月設置） 
【議事概要】

○インサイダー取引等の不公正取引防止に関
する内部管理態勢等の整備・強化策に関する
検討

自主規制企画
部



２．各委員会の下部ワーキング・グループ等

 (1)「自主規制企画委員会」の下部ワーキング・グループ等

 （自主規制企画委員会の下部ワーキング・グループ等の組織図）

 



ワーキング名 主な検討事項（公表資料及び規則改正等） 事務局

①金商法施行に伴う販売・勧誘等に係る
実務検討ワーキング・グループ 
（19年５月設置） 
【議事概要】

○「契約締結前交付書面」の参考様式の改訂
等に関する検討

自主規制企画
部

②内部者取引の未然防止に関する検討
ワーキング・グループ 
（18年９月設置） 
【議事概要】

○Ｊ－ＩＲＩＳＳの運用に関する検討 自主規制企画
部

③広告等に関するワーキング・グループ 
（15年７月設置） 
【議事概要】

○「金商法における広告等規制に関するＱ＆
Ａ」の改訂に関する検討

自主規制企画
部

④法定帳簿等に関するワーキング・グル
ープ 
（14年９月設置） 
【議事概要】

○帳簿書類の具体的記載事項等に関する検討
○保護預り約款・振替決済口座管理約款（参考
様式）の作成等

自主規制企画
部

⑤証券会社の自己資本規制ワーキング・
グループ 
（16年11月設置） 
【議事概要】

○証券会社の自己資本規制に関する検討 自主規制企画
部

⑥自主規制規則の改善等に関する検討
ワーキング・グループ 
（19年１月設置） 
【議事概要】

○広告、販売勧誘面以外の行為規制面に係る
コンプライアンスに関する検討

自主規制企画
部

⑦外務員等資格試験制度の見直しに関
するワーキング・グループ 
（16年11月設置） 
【議事概要】

○資格・試験制度の見直し等に関する検討 資格管理部



 (2)「エクイティ委員会」の下部ワーキング・グループ等

 （エクイティ委員会の下部ワーキング・グループ等の組織図）

 

ワーキング名 主な検討事項（公表資料及び規則改正等） 事務局

①会員における引受けのあり方に関する
検討会 
（18年６月設置） 
【議事概要】

○会員が行う引受けのあり方についての見直し
に関する検討

自主規制１部

②持株制度に関する検討会 ○「持株制度（従業員持株会等）に関するガイド 自主規制１部



（19年11月設置） 
【議事概要】

ライン」の見直しに関する検討

③第三者割当の取扱いに関するワーキン
グ・グループ 
（21年9月設置） 
【議事概要】

○ＭＳＣＢ等以外の第三者割当の形態で行わ
れるファイナンスについて、市場仲介者の観点
から取り組むべき課題があるかどうか検討 
【公表資料及び規則改正等】 
・「第三者割当の取扱いに関するワーキング・グ
ループ」報告書（22年2月）

自主規制１部

④証券会社における売買管理等のあり方
を検討するワーキング・グループ 
（22年3月設置） 
【議事概要】

○不適切ファイナンスや不公正取引などの最
近の事例を踏まえた会員における適切な売買
管理等のあり方について検討

自主規制１部

⑤取引所外売買など株券等の取引の制
度整備に関するワーキング・グループ 
（22年4月設置） 
【議事概要】

○私設取引システム（ＰＴＳ）における空売りや
取引所外売買など株券等の取引の制度整備の
検討

自主規制１部

 (3)「公社債委員会」の下部ワーキング等

 （公社債委員会の下部ワーキング・グループ等の組織図）

 



ワーキング名 主な検討事項（公表資料及び規則改正等） 事務局

①公社債の店頭取引等に関する検討部
会 
【議事概要】

○公社債の店頭取引等に関する制度面・実務
面からの検討 
（実務者レベルで公社債関連事項に関する諸
問題を検討する唯一の会議体）

自主規制２部

②外国証券の取引等に関する検討部会 
【議事概要】

○外国証券取引に関する制度面・実務面から
の検討 
（実務者レベルで外国証券関連事項に関する
諸問題を検討する唯一の会議体）

自主規制２部



③債券のフェイル慣行の見直しに関する
ワーキング・グループ 
（21年５月設置） 
【議事概要】

○債券決済におけるフェイル慣行の見直し等に
関する検討 
【公表資料及び規則改正等】 
・「債券のフェイル慣行の見直しに関するワーキ
ング・グループ」最終報告書（22年4月）

自主規制２部

④「有価証券の売出し」定義の見直し等に
関するワーキング・グループ 
（21年8月設置） 
【議事概要】

○「有価証券の売出し」概念の見直しに対応
し、自主規制ルールの整備等の検討

自主規制２部

⑤格付の利用のあり方に関するワーキン
グ・グループ 
（22年７月設置） 
【議事概要】

○格付制度の見直しを踏まえた、格付の利用
のあり方の検討

自主規制２部

 (4)「金融商品委員会」の下部ワーキング・グループ等

 （金融商品委員会の下部ワーキング・グループ等の組織図）

 

ワーキング名 主な検討事項（公表資料及び規則改正 事務局



等）

①証券化商品に関するワーキング・グループ 
（21年７月設置） 
【議事概要】

○証券化商品の販売等に関する規則等
の見直し及びその他協会員の業務に関
連した我が国証券化市場の発展に資する
事項について検討

自主規制３部

②海外証券先物取引等に関するワーキング・
グループ 
（22年８月設置） 
【議事概要】

○海外証券先物取引等に関する事項（証
拠金の取扱い、決済方法等の在り方及び
海外証券先物取引等口座設定約諾書の
位置付け等）の検討

自主規制３部

４．ＡＴＣ（アヘッド・オブ・ザ・カーブ（注））の取組み

● 日本証券業協会では、証券市場の公正かつ健全な発展の観点から、取り組むべき諸課題を幅広く早期
に発見・対応するため、自主規制会議の下部機関として、「ＡＴＣワーキング・グループ」を設置していま
す。

● 「ＡＴＣワーキング・グループ」では、以下のような取り組むべき「課題」を幅広く発見するとともに、発見し
た課題への対応等について検討を行っています。

 「課題」の例

 

①

 既存の法令・規則等に明らかに違反しないものの、現在又は将来において、当該法令・規則等又
は証券市場規制全般の趣旨に反し、公正な価格形成や証券の円滑な流通等の証券市場の機能に
悪影響を及ぼし、又は証券市場への信頼を損なうことにつながる可能性があるような商品又は市場
参加者の行為等

 
②
 市場が未発展な新商品・取引等であるため、既存の法令・規則等に明確な規則が存在せず、市場
参加者にとって不明確性があり、当該商品や取引等の健全な発展が阻害されている可能性がある
もの

 
③
 将来的に発生する可能性があり、発生した場合には市場の運営等に多大な影響を及ぼす可能性
があるものの、現時点で対応策が法令・規則等に定められていないため、統一的な対応策を市場参
加者全体であらかじめ検討しておくべきであると考えられるもの

（注）「ATC（Ahead of The Curve）」は、一般には「先回りをして」「先手を打って」という意味であり、ここでは



「証券市場における諸課題の先取り的な発見と迅速な対応」を意味する。

 

日本証券業協会におけるＡＴＣに係る検討の体制図  
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ホーム＞自主規制＞協会員への監査

協会員への監査について 

Ⅰ．監査とは 

 金融商品取引法の規定により、日本証券業協会の定款には、法令・諸規則、取引の信義則の遵守状況等
の調査に関する事項を記載しなければならないとされていることから、本協会は定款に監査に関する事項を
定めています。 

 監査本部においては、本協会の定款に基づき、協会員（注）に対して、法令・諸規則、取引の信義則の遵守
状況等に係る監査を実施しています。 

(注) 協会員とは、会員（証券会社）、特別会員（都市銀行やゆうちょ銀行等の銀行、信用金庫、信用組合、
保険会社等本協会に加入している登録金融機関）及び店頭デリバティブ取引会員をいいます（以下、
同じです。）。 

 なお、証券取引等監視委員会もこれら協会員に対して検査を実施していますが、本協会との関係は、次の
図のとおりです。

 

（参考）

○ 本協会と証券取引等監視委員会の関係
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・ 本協会は、協会員に対する監査や自主規制ルールの制定等を行っています。

・ 本協会が実施した協会員の監査情報に基づき、証券取引等監視委員会が当該協会員に対して検査を
実施すること等、監査業務に関する情報交換を実施しており、行政の検査と本協会の監査との間には
連携態勢が構築されています。

Ⅱ．監査の実施について 

１． 監査の基本的な考え方 

 以下のような考え方に基づき監査を実施しています。 

○  協会員の自主的な取組みを尊重しつつ、投資者保護を図ることを目的として、協会員の内部管理態勢
の構築、公正な取引の確保の観点等から実施することとしています。 

○  協会員の業務内容、顧客層及びリスクの保有状況等に基づいた監査手法、監査の重点事項又は監
査項目を個別に決定することにより、効果的、効率的な監査を行うこととしています。 

 

２．監査の実施方法と重点事項 

 監査にあたっては、協会員の営業及び財産の状況に関する問題点、証券事故の発生等の情報を総合的
に考慮し、監査対象先を選定しています。

 監査は、協会員の本店や支店等を訪問して、法令・諸規則の遵守状況、内部管理態勢の整備状況等につ
いて、帳簿書類等を調査する方法により行っています。

 なお、監査の重点事項は次のとおりです。

 

○  内部管理態勢の整備・強化の状況について点検を行います。 
 特に、インターネット取引を行っている会員については、システムリスク管理態勢の状況の点検を行い
ます。



○  投資者保護の観点から、適合性の原則の遵守状況及び金融商品の販売に当たっての顧客への説明
状況等について、重点的に高齢者への販売状況の点検を行います。 

 

 

○  顧客資産の保護の適正化を確認する観点から、顧客資産に係る分別管理の実施状況について点検
を行います。

○  インサイダー取引等の不公正取引の未然防止の観点から、売買管理態勢の状況について点検を行
います。

Ⅲ．監査の結果について 
 

１．監査の実施状況 

 平成22年度上半期に監査を実施した会社数は、会員44社、特別会員28機関です。１社平均の監査日数・
監査人員等は次のとおりで、監査対象先の業務内容、規模等に応じて、監査日数・監査人員等を選定しまし
た。 

○ 会員（証券会社）

 平成22年4月～同22年9月に監査を着手したもの。

 

 
会員（証券会社）

22年度上半期 21年度（参考）

監査実施会社数 ４４社 ９１社

１社平均の監査日数 ６．２日 ６．1日

（１社あたりの監査日数） (３～１５日) (３～１３日)



１社平均の監査人員 ４．６人 ４．６人

（１社あたりの監査人員） (３～１７人) (３～１７人)

 

○ 特別会員（銀行等）

 平成22年4月～同22年9月に監査を着手したもの。

 

 
特別会員（銀行等）

22年度上半期 21年度（参考）

監査実施会社数 ２８機関 ６１機関

１社平均の監査日数 ４．９日 ５．２日

（１社あたりの監査日数） (４～５日) (３～８日)

１社平均の監査人員 ４．１人 ４．０人

（１社あたりの監査人員） (３～６人) (２～６人)

２．監査結果の概要 

 平成22年度上半期に、法令・諸規則違反等で指摘をした会社数は次のとおりです。 

 平成22年4月～同22年9月に結果通知を交付したもの。 

 

 

会員（証券会社） 特別会員（銀行等）

22年度上
半期

21年度（参
考）

22年度上
半期

21年度（参
考）

法令・諸規則違反等を指摘した
会社数

１３社 ４３社 ８機関 ７機関



法令・諸規則違反等が認められ
なかった会社数

２６社 ５２社 ２１機関 ４９機関

計 ３９社 ９５社 ２９機関 ５６機関

○  法令・諸規則違反等の主な指摘内容は次のとおりです。

① 法令・諸規則違反関係：

 イ． 顧客に対し、誤った投資信託の信託報酬率を表示していたもの、

 ロ． 投資信託取引口座を開設する顧客に対し、法令で定められた契約締結前交付書面を交付してい
なかったもの など。

② 内部管理態勢関係：

 イ． 投資信託について、営業員が不適切な乗換え勧誘を行っていたにもかかわらず、これを防止する
管理態勢が不十分であったもの、

 ロ． 大きく損失が発生している顧客に対する顧客面談が適切に実施されていない等、顧客の投資意向
等を把握する態勢が不十分であったもの、など。

Ⅳ．定期点検と特別監査について 

 監査本部では、会員の本支店等を直接訪問して行う監査のほかに、会員から財務状況などの報告を受
け、これに基づいて集計や分析を行うとともに、その状況等について適宜点検を行っています。また、経営状
況が著しく悪化した会員については、特別監査を実施するなど顧客資産の保全に向け取り組んでいます。 

１．財務状況等の定期的な点検等 

 会員からの財務状況や顧客資産の状況等に関する定期報告に基づき、主として次の点検等を行います。 

 ① 財務状況が悪化している会員の抽出と点検等

  財務状況が悪化した会員を抽出し、今後の財務状況の改善計画などを調査します。

 財務状況が著しく悪化した会員については、資金繰りや顧客資産（顧客からの預り資産）の保全状況な



 
どを個別に点検するとともに、必要に応じてより厳しい分別管理義務を課すなどの保全措置を講じることと
しています。 

 ② 新規加入会員の審査等（管理本部と共管）

 
 新規に金融商品取引業者として参入してくる業者については、金融庁と連携し、反社会的勢力の関与、
内部管理体制、収支・資本計画等を審査し、問題がある場合には改善を勧告します。 

２．特別監査等

 経営が著しく悪化した会員や経営破たんした会員など、業務や財務の状況に照らして支払い不能となるお
それがあるときは、これらの会員に対し、顧客資産の保全状況を点検する特別監査を実施するとともに、顧
客資産の返還完了まで、関係者（破産した会員の破産管財人、日本投資者保護基金及び金融庁）と連携し
て監理します。 

/免責事項/個人情報の取扱い/ご意見等/サイトマップ/ 

Copyright(C) 1997 Japan Securities Dealers Association.All Rights Reserved. 



 



ホーム＞資格関係＞外務員資格

外務員資格

外務員資格とは

 協会員（証券会社や銀行などの金融商品取引業者等のうち日本証券業協会の協会員となっている会
社）に所属し、顧客に対して金融商品等を勧誘する等の金融商品取引業務を行う者を外務員といいま
す。

 投資者保護の観点から、外務員には金融商品に関する専門知識や法令諸規則を遵守し、公正かつ健
全な取引をすることが求められています。

 この要求に応えられるよう、本協会では外務員の資質の適格性を確保するために、外務員資格試験
制度を設け、合格者に外務員資格を付与しています。

外務員登録

 外務員資格を持っているだけでは、外務員として活動することはできません。

 外務員は、その人が所属している金融商品取引業者等に代わって職務を行うことから、その職務には
外務員個人だけでなく、その人が所属している金融商品取引業者等にも責任が発生します。そのため、
国に外務員登録を受けた者でなくては、外務員として働くことができません。本協会は、外務員登録の
業務について国から委任されており、協会員の外務員登録事務を行っています。

 外務員登録制度は、法令違反などをした外務員の登録を取り消すなどの処分により外務員としての不
適格者を排除し、投資者の保護を図ることを目的としています。

更新研修

 外務員資格を取得し、外務員登録を受けると、外務員としての活動をすることができます。一方、外務
員には金融商品に関する最新の専門知識や法令諸規則を遵守し、公正かつ健全な取引をすることが常
に求められています。

 本協会では、外務員に対する投資者の信頼性を確保するとともに外務員の一層の資質向上を図るた
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め、外務員資格更新研修の制度を設けています。この制度に基づき、外務員は、定期的に所定の期間
内に外務員資格更新研修を受講する必要があります。

/免責事項/個人情報の取扱い/ご意見等/サイトマップ/ 

Copyright(C) 1997 Japan Securities Dealers Association.All Rights Reserved. 



自主規制部門のワーキング・グループ 

 

ワーキング・グループの名称 委員の数 うち、外部委員 

投資勧誘のあり方に関するワーキ

ング・グループ 

（平成 22年 1月 19日設置） 

１２名 ３名 

弁護士 １名 

大学教授・准教授 ２名 

 

格付の利用のあり方に関するワー

キング・グループ 

（平成 22年 7月 15日設置） 

２３名 

（オブザー

バー含む） 

１３名 

大学教授 ２名 

発行会社 ２名 

機関投資家 ２名 

格付会社 ５名 

金融庁（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） ２名 

 

ＡＴＣワーキング・グループ 

（平成 20年 11月 18日設置、平成

22年 9月 14日委員変更） 

１４名 ７名 

シンクタンク １名 

市民グループ １名 

大学教授 １名 

弁護士 １名 

ＡＤＲ １名 

取引所 ２名 
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「自主規制ウェブハンドブック」の掲載イメージ 
 
 
○自主規制規則及び関連する制度の創設に係る経緯やその目的・趣旨などを盛り込み、利用者にとっ
て分かりやすい手引書とする。また、参考資料として、規則全文、ガイドライン、Q&A なども盛り込
むことで、便覧としても活用。 
○金融商品取引業者等の役職員に限らず、幅広い関係者（行政当局、弁護士、研究者等）にも利用し

ていただくために、協会HPに掲載。 
○将来的には、規則の逐条解説なども盛り込んだハンドブック（書籍）の発刊も検討。 
 
 
＜当初ページ（メニュー画面）＞ 

規則・制度等の種類 カテゴリー 

自主規制規則 協会員における顧客管理、内部管理等 
 従業員、外務員関係 
 広告関係 
 個人情報関係  
 株式関係 
 債券関係 
 外国証券・取引関係 
 証券化商品関係 
 デリバティブ関係 
 倫理コード関係    
統一慣習規則      
紛争処理規則      
理事会決議等      
制度          
その他 上記以外の事項に関するQ&A 
 営業ルール照会制度 
 

別紙４ 



 2

 
＜リンク先のページのイメージ＞ 
 

規則等の名称 
制定日 
直近改正日 

規則の制定の経緯、規則の 
目的・趣旨等 

Q&A、ガイドライン、 
協会員通知 

●「規則等の名称」

を掲載。 

●「規則の制定日、直

近改正日」を掲載 

●「規則の制定の経緯、 

規則の目的、趣旨等」を掲

載。 

●「規則に関するQ&A、ガイドラ

イン、協会員通知」を掲載。 

 
 
掲載例 
 
【自主規制規則】 
＜協会員における顧客管理、内部管理等＞  

規則等の名称 
制定日 

直近改正日 

規則の制定の経緯、規則の 

目的・趣旨等 

Q&A、ガイドライン、 

協会員通知 

協会員の投資勧誘、

顧客管理等に関する

規則  

（制定日） 

昭和50年２月19日 

（直近改正日） 

平成22年３月16日 

（制定の経緯） 

昭和49年12月２日付けの

大蔵省証券局長通達「投資

者本位の営業姿勢の徹底

について」の趣旨を実現す

るための具体策の一つと

して、本規則を制定した。 

 

（目的・趣旨等） 

協会員が行う有価証券の

売買その他の取引等の勧

誘、顧客管理等について、

その適正化を図ること。 

・「『協会員の投資勧誘、顧客管

理等に関する規則』第３条第３項

『重要な事項』の説明に関する考

え方の改訂について（格付規制関

係）」（平成22年９月30日） 

・「投資信託等の目論見書に関す

るＱ＆Ａ（平成 22年４月版）」

（平成22年４月26日） 

・「契約締結前の書面交付等義務

及び特定投資家制度に関するＱ

＆Ａ（改訂３版）」（平成 20年

３月18日） 

・「内部者登録カードの整備等に

関するＱ＆Ａ」（平成19年11月

７日） 

・「『仮名取引の受託の禁止』に

関するＱ＆Ａ」（平成19年９月） 
・「顧客管理に関する規程」（社

内規程モデル） 

・「内部者取引管理規程」（社内

規程モデル） 

 

（参考） 

・「内部者登録制度の見直しに係

る基本方針」（平成19年３月20

日） 
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協会員の役職員に対する処分の考え方 

 

平成 22 年９月 14 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

本協会が行っている協会員の役職員に対する処分には、行政処分と自主規制処分があ

る。行政処分の直接的な目的は、外務行為からの不適格者の排除であり、自主規制処分

の直接的な目的は、協会員の役職員による法令等違反行為の抑止や再発防止及び金融商

品取引業の信用を著しく失墜させるような行為を行った者の業界からの排除である。行

政処分や自主規制処分が目指すものは、これらの処分を通じて、有価証券の売買その他

の取引等の公正を確保することにより、投資者の保護を図り、もって金融商品取引業及

び金融商品取引市場に対する信頼性の維持、向上に資することにある。 

 

Ⅰ．処分の検討要素 

処分を行うに際しては、法令等違反行為の内容、罰則の有無及び重さ、常習性（違

反回数、行為の期間）、取引金額、事故金額、顧客被害の程度（顧客数、顧客被害額）、

過去の行政処分及び自主規制処分の有無、役職、情状（故意、隠蔽の有無、動機、原

因、方法、手口、利得の有無、被害者との関係、被害の弁済状況、利得の還元等の状

況、発覚の経緯等）、刑事訴追の有無並びに反社会的勢力の関与の有無等の諸点を考

慮し、行為の重大性、悪質性、反復可能性、社会的影響度等を総合的に審査する。 

 

 

Ⅱ．審査の指針 

登録を受けている外務員が金融商品取引法第 64 条の５第１項第２号又は第３号に

該当する場合で、その行為が金融商品取引業の信用を著しく失墜させるものであると

きは、登録取消しとし、登録取消しに至らないものであるときは、職務停止の検討を

行う。（外務員資格処分について、準用する。） 

１．法令等違反行為の内容、罰則の有無及び重さ、違反回数や期間、取引金額、事故

金額並びに顧客被害の程度（顧客数、顧客被害額）に応じた処分とすることを基本

に、以下の諸点を考慮し、行為の重大性、悪質性、反復可能性、社会的影響度等を

総合的に審査する。 

(１) 過去の行政処分及び自主規制処分の有無に応じ加重する。 

(２) 役職の高さ（代表者、内部管理統括責任者、役員、部長、支店長、営業責任

者、内部管理責任者等）に応じ加重する。 
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(３) その他、情状（故意、隠蔽の有無、動機、原因、方法、手口、利得の有無、

被害者との関係、被害の弁済状況、利得の還元等の状況、発覚の経緯等）等に

応じ加重又は軽減する。 

(４) 協会員が法令等違反行為の事実を把握する前に、行為者自らが協会員に法令

等違反行為の事実を申し出た場合は軽減する。 

 

２．特に以下の行為については、登録取消しを原則とし、登録取消しとならない場合

であっても、重い職務停止処分とする。 

(１) 顧客資産の横領、顧客への詐欺的行為 

(２) 金融商品取引法上重い罰則のある行為（相場操縦やインサイダー取引等） 

(３) 役員等による協会員の法令等違反を主導する行為 

協会員が金融商品取引業の信用を著しく失墜させたと認められる場合にお

いて、協会員の役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに

準ずる者をいう。以下同じ。）及び執行役員が主導的な役割を担っていたと認

められる場合   

(４) 再違反行為 

過去に法令等違反行為を行った者が、再度法令等違反行為を行い、次のいず

れかに該当する場合       

① １月を超える期間の処分を受け、その決定を受けた日から５年以内に、再

度１月を超える期間の処分に相当する事由が生じた場合 

② 処分を受け、その決定を受けた日から５年以内に、再度処分を受け、かつ、

当該５年以内の期間中にさらに処分に相当する事由が生じた場合 

  

３．欠格事項該当者に対する処分 

(１) 金融商品取引法第 29 条の４第１項第２号イからトまでのいずれかに該当す

ることとなり、以下のいずれかに該当する場合は、登録取消しとする。 

① 欠格事項の起因となった行為が、金融商品取引業又はこれに関連するもの

である場合 

② 欠格事項の起因となった行為が、刑法上の重大な犯罪である場合   

③ 金融商品取引業及び金融商品取引市場に対する信頼を失墜させる場合 

(２) 上記（１）に該当せず、禁錮以上の刑（金融商品取引法第 29 条の４第１項

第２号ハ）を受けることとなった場合は、登録取消しとする。ただし、執行猶

予があった場合は、刑期に応じた職務停止とする。 

(３) 外務員登録の時点において登録拒否要件（金融商品取引法第 64 条の２第１



 

3 

項）に該当していたことが登録後に判明した場合は、登録取消しとする。 

 

４．法令等違反行為者に対する不都合行為者の取扱い 

協会員の従業員が退職し又は協会員より解雇に相当する社内処分を受けた者で、か

つ、その者が行った法令等違反行為が金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの

である場合は、不都合行為者の取扱いとする。このうち、金融商品取引業の信用への

影響が特に著しい行為を行ったと認められる者を一級不都合行為者とし、その他の者

を二級不都合行為者とする。 

Ａ．一級不都合行為者の取扱い 

次のいずれかに該当する場合は、一級不都合行為者の取扱いを検討する。 

※平成 22 年 7 月 1 日以降の行為に限る。 

(１) 金融商品取引法上重い罰則のある法令違反行為（例えば、相場操縦やインサ

イダー取引等）を行った場合又は金融商品取引業に関連して重大な違反行為

（例えば、贈賄、利益供与等）を行った場合であって、かつ、その行為が金融

商品取引業の信用を著しく失墜させたと認められる場合 

(２) 金融商品取引業に関連して、顧客資産の横領、顧客への詐欺的行為等を行っ

た場合又は専ら自ら（親族、友人、知人その他の関係者を含む。）の利益を追

求する目的で法令等違反行為を行った場合であって、かつ、その行為が金融商

品取引業の信用を著しく失墜させたと認められる場合 

(３) 金融商品取引業に関連して、反社会的勢力と共謀して法令等違反行為を行っ

た場合であって、かつ、その行為が金融商品取引業の信用を著しく失墜させた

と認められる場合 

(４) 過去に不都合行為者の取扱いを受けた者について、再び不都合行為者の取扱

いを検討する必要が生じた場合 

Ｂ．二級不都合行為者の取扱い 

次のいずれかに該当する場合は、二級不都合行為者の取扱いを検討する。 

(１) 登録取消処分の対象となる行為を行った場合 

(２) 協会員の役員及び執行役員が法令等違反行為について主導的な役割を担っ

ていたと認められる場合 

 

５．営業責任者資格及び内部管理責任者資格の取消し又は停止 

(１) 営業責任者又は内部管理責任者自らが法令等違反行為を行った場合 

 (２) 営業責任者又は内部管理責任者がその責務を十分果たしていなかった場合
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(法令等違反行為を認識していたにもかかわらず、意図的に隠蔽又は放置した

場合等) 

    ※１ 営業責任者の資格停止処分については、平成９年９月１日以降の行為に

限る。 

※２ 営業責任者及び内部管理責任者の資格取消処分、内部管理責任者の資格

停止処分及び 1 年を超える営業責任者の資格停止処分については、平成

21 年９月 30 日以降の行為に限る。 

 

 

以  上 



「投資者に対する注意喚起（インベスター・アラート）」の発信について 
 

平成 22 年 12 月 14 日 
日 本 証 券 業 協 会 

 
 
 本協会では、「自主規制規則のあり方に関する検討懇談会 中間論点整理」（平成 22
年 6月 29日）において提言された「投資者・消費者からの信頼性向上のための施策」
の一環として、本協会ホームページにおいて、「投資者に対する注意喚起（インベス

ター・アラート）」を恒常的に発信していくことといたしました。 
本日、本協会ホームページに、下記のとおり、「投資者に対する注意喚起（インベ

スター・アラート）」を掲載いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し

上げます。 
 

記 
 
１．趣旨・目的 
① 証券取引・市場や協会員に対する信頼の確保・向上の観点から、投資者に対す
る注意喚起を恒常的に発信する。 
② 本協会では、これまで、「未公開株・社債等の勧誘に関する注意喚起」など単
発的な情報提供を行っていたが、今後は、本協会ホームページの中に「詐欺やト

ラブルにあわないために…」（インベスター・アラートのコンテンツ）を新たに

設け、機動的かつ恒常的な情報発信ツールとして、投資者・消費者向けに有用な

情報を随時発信していく。 
 
２．発信方法 
○ 本協会ホームページの以下のＵＲＬに掲載（トップページにバナーを設置） 
 （ＵＲＬ：http://www.jsda.or.jp/html/jisyukisei/inv_alerts/index.html） 
 
３．発信開始日 
  平成 22年 12月 14日（火） 
 

以  上 
 
（本件に関するお問い合わせ先） 
日本証券業協会 自主規制企画部（TEL 03-3667-8470） 
 

 

別紙６ 



本協会ホームページの掲載画面 

 

１．本協会ホームページのトップページ 

 

 

 

２．注意喚起のトップ画面（トップページのバナー（エントランス）をクリック後の画面） 

参考１ 

入口 



ホームページに掲載中のインベスター・アラート（注意喚起）について 

 

４つの分類 タイトル 

（注意その１） 

詐欺的行為の情報を掲載 

その「もうけ話」、本当に大丈

夫ですか？ 

 

 

●「不審な会社や人物」から未公開株や社債などの勧誘を受けていま

せんか？ 

●『未公開株・社債など』に関するトラブルが多発しています！ 

●証券会社名を騙った『未公開株の勧誘』にご注意ください！ 

●日本証券業協会の職員を装った『未公開株の勧誘』にご注意くださ

い！ 

（注意その２） 

苦情等の事案を紹介 

苦情やトラブルなど、困った

らすぐにご相談を！ 

●このような苦情やトラブルが起きています 

●取引前と取引後の留意点 

●投資を決める際の心構え 

（注意その３） 

複雑な新商品・取引の特徴

やリスク説明、あるいは法・

制度改正の周知 

金融商品や取引の特徴やリ

スクを十分に理解しましょ

う！ 

●EB 債（他社株転換可能債券）の特徴やリスクとは？ 

●証券 CFD（差金決済）取引の特徴やリスクとは？ 

●デリバティブ取引等の特徴やリスクとは？【準備中】 

 

（注意その４） 

関係機関との連携 

金融庁等が発信する注意喚

起についても一読を！ 

●無登録で金融商品取引業を行う者の名簿等（金融庁ホームページ） 

●無登録の海外所在業者による勧誘に注意！（金融庁ホームページ） 

●電話による詐欺的な投資勧誘（コールド・コーリング）への注意（金融

庁ホームページ） 

●米国 SECのインベスター・アラート（注意喚起）！ 

●米国 FINRA のインベスター・アラート（注意喚起）！ 

●英国 FSA のインベスター・アラート（注意喚起）！ 

●証券監督者国際機構（IOSCO）のインベスター・アラート（注意喚

起）！（IOSCO ホームページ） 

●その他の海外機関のインベスター・アラート（注意喚起）！ 

 

 
 

参考２ 
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